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〇
農
林
水
産
省
告
示
第
千
九
百
四
十
号

植
物
防
疫
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
農
林
省
令
第

七
十
三
号
）別
表
二
の
付
表
第
二
十
一
の
規
定
に
基
づ
き
、

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
か
ら
発
送
さ
れ
る
さ
く
ら
ん
ぼ
の
生

果
実
に
係
る
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
次
の
よ
う

に
定
め
、
平
成
四
年
五
月
六
日
農
林
水
産
省
告
示
第
五
百

十
九
号
（
植
物
防
疫
法
施
行
規
則
別
表
一
の
四
の
項
の

ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
か
ら
発
送
さ
れ
る
サ
ミ
ッ
ト
種
、

サ
ム
種
、
ス
テ
ラ
種
、
ド
ー
ソ
ン
種
、
バ
ー
ラ
ッ
ト
種
、

ビ
ン
グ
種
、
ラ
ン
バ
ー
ト
種
及
び
レ
ー
ニ
ア
種
の
さ
く
ら

ん
ぼ
の
生
果
実
に
係
る
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
基
準
を

定
め
る
等
の
件
）
は
、
廃
止
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
十
六
日

農
林
水
産
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

杉
浦

正
健

一

植
物
及
び
地
域

さ
く
ら
ん
ぼ
の
生
果
実
で
あ
っ
て
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ

ン
ド
の
う
ち
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
植
物
防
疫
機
関
が

防
除
管
理
が
徹
底
し
て
い
る
地
区
と
し
て
指
定
し
た
地

域
（
以
下
「
指
定
生
産
地
域
」と
い
う
。）内
に
お
い
て
、

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
植
物
防
疫
機
関
が
コ
ド
リ
ン
ガ
に

つ
い
て
二
の
ト
ラ
ッ
プ
調
査
（
ト
ラ
ッ
プ
を
用
い
た
有

害
動
物
の
有
無
に
関
す
る
調
査
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

及
び
生
果
実
調
査
（
生
果
実
に
係
る
有
害
動
物
の
付
着

の
有
無
に
関
す
る
調
査
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）が
行
わ

れ
る
区
域
と
し
て
指
定
し
た
生
産
地
（
以
下
「
指
定
生

産
地
」
と
い
う
。）で
生
産
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

指
定
生
産
地
域
に
お
け
る
調
査

次
の
方
法
に
よ
り
ト
ラ
ッ
プ
調
査
及
び
生
果
実
調
査

が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

^

ト
ラ
ッ
プ
調
査

ア

調
査
は
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
植
物
防
疫
機
関
が

行
う
こ
と
。

イ

指
定
生
産
地
に
お
い
て
ヘ
ク
タ
ー
ル
数
（
小
数

点
以
下
切
捨
て
）
に
一
を
加
え
た
数
の
ト
ラ
ッ
プ

を
設
置
し
、
一
週
間
ご
と
の
誘
殺
虫
数
を
確
認
す

る
こ
と
。

_

生
果
実
調
査

ア

調
査
は
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
植
物
防
疫
機
関
が

行
う
こ
と
。

イ

指
定
生
産
地
又
は
こ
ん
包
施
設
で
調
査
を
行
う

こ
と
。

ウ

収
穫
前
の
成
熟
し
た
果
実
又
は
収
穫
し
た
果
実

を
対
象
に
行
う
こ
と
。

三

輸
送
方
法

船
積
貨
物
又
は
航
空
貨
物
と
し
て
輸
入
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
。

四

指
定
生
産
地
域
に
お
け
る
検
査
及
び
証
明

^

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
植
物
防
疫
機
関
に
よ
り
検
査

さ
れ
、
か
つ
、
そ
の
検
査
の
結
果
、
検
疫
有
害
動
植

物
（
植
物
防
疫
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
五
十

一
号
）
第
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
を
い

う
。以
下
同
じ
。）が
付
着
し
て
い
な
い
こ
と
を
認
め
、

又
は
信
ず
る
旨
記
載
さ
れ
て
い
る
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン

ド
植
物
防
疫
機
関
が
発
行
し
た
植
物
検
疫
証
明
書
が

添
付
し
て
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

_

^

の
植
物
検
疫
証
明
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

が
特
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ア

コ
ド
リ
ン
ガ
に
侵
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る

こ
と
。

イ

二
の
^

の
ト
ラ
ッ
プ
調
査
の
結
果
、
ト
ラ
ッ
プ

一
個
当
た
り
の
コ
ド
リ
ン
ガ
の
誘
殺
虫
数
が
平
均

で
一
週
間
当
た
り
十
五
頭
を
超
え
て
い
な
い
指
定

生
産
地
で
生
産
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ウ

二
の
_

の
生
果
実
調
査
の
結
果
、
コ
ド
リ
ン
ガ

の
寄
生
が
な
い
指
定
生
産
地
で
生
産
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
。

五

こ
ん
包
施
設

こ
ん
包
施
設
は
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
植
物
防
疫
機

関
が
検
疫
有
害
動
植
物
に
つ
い
て
汚
染
防
止
措
置
が
講

じ
ら
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
指
定
し
た
施
設
で
あ
る
こ

と
。

�
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六

植
物
防
疫
官
に
よ
る
確
認

二
の
ト
ラ
ッ
プ
調
査
及
び
生
果
実
調
査
並
び
に
四
の

^

の
検
査
が
的
確
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
植
物
防
疫

官
が
確
認
し
て
い
る
こ
と
。

七

封
印

各
こ
ん
包
、
束
ね
た
こ
ん
包
又
は
こ
ん
包
が
収
容
さ

れ
た
コ
ン
テ
ナ
ー
に
は
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
植
物
防

疫
機
関
に
よ
る
封
印
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

八

表
示

四
の
^

の
検
査
が
行
わ
れ
た
生
果
実
の
各
こ
ん
包
、

束
ね
た
こ
ん
包
又
は
こ
ん
包
が
収
容
さ
れ
た
コ
ン
テ

ナ
ー
に
は
、
輸
出
植
物
検
疫
が
終
了
し
て
い
る
旨
及
び

仕
向
地
が
日
本
で
あ
る
旨
の
表
示
が
な
さ
れ
て
い
る
こ

と
。

�


